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1 新聞販売店契約の更新拒絶に正当な理
由がないとされた事例
2 新聞社の新聞販売店に対する同契約の
更新拒絶や同契約の解約の働きかけが不法
行為に当たるとして慰謝料等の支払が命じ
られた事例

対象事件 :福岡高裁平 18(ネ )第 868号

事 件 名 :地位確認等請求控訴事件

年月日等 :平 19.6.19第 3民事部判決

裁判内容 :変更 (一審原告),控訴棄却 |一審被告■

上告,上告受理申立
弁論終結 :平成19年 4月 27日

原  審 :福 岡地裁久留米支部平 141ワ
'第

276号

平 18922判 決,判夕 1244号 213頁

【参照条文】

(1につき)民法541条
(2につき
'民
法709条 ・710条

《解  説》
l Xl,X2は ,Y新 聞を配達する新聞
販売店を経営する者であるが,同新聞を発
刊するY会社に対 して,Xlは ,新聞販売
店契約の更新を正当な理由がないのに拒絶

されたとして,その地位の確認と,新聞供
給者としての優越的地位を濫用して,営業
損害を与えたことの賠償を,X2は,同契
約は解除されなかったが,やめさせようと
しているとして,慰謝料の支払を,それぞ
れ求めた.

Xら は,Y会社が新聞販売店に購読者に
配達する部数 (実配数)を 超える部数の新

聞を買い取らせ 1買い取る数を定数という),

また,有力新聞販売店である Sら の便宜を
図るため,Xら の販売区域を奪おうとした
と主張 し,さ らに Xlは ,Y会 社が更新拒
絶の理由としている事実は存在しないし,

実配数の虚偽報告は,Y会社が定数の削減
を認めないためであるなどと,X2は,新
聞販売店契約を解除されようとされたし,

新聞販売店会からも事実上排除されている

と主張 した,こ れに対 して,Y会社は,Xl
は,販売区域内の販売部数を減少させ.実
配数を水増 しして虚偽報告 したなどの理由

があるので契約の更新をしなかっただけで

あるし,X2に 廃業勧告 したことはあるが ,

圧力はかけていないなどと反論 した,

原審は,Xlの地位確認のみを認めたが ,
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双方が控訴 した?

2 本判決は,次のとお り判示 して,X
らの請求を基本的に認めた,すなわち,Xl
の地位確認については,新聞販売店契約は
継続的契約であるから,その更新拒絶には
正当事由が必要であるが,Y会社の主張す
る Xlの営業不振,虚偽報告はY会社 1員1の
落ち度を考慮すると Xlだけの責任ではな
ぃ し,一 Fl xlが承諾 した販売区域の分害」
案を拒否したことも,具体的事情のもとで
は撤回は許されるから,そ の請求は理由が
ある。 また,Xlに対する損害賠償は,Y
会社の した契約の更新拒絶には理由がな

く,こ れを Xlに押 しつけ,裁判所の仮処
分を受けても新聞紙の供給 しかしないこと

は違法であ り,過失があるとして,その請
求の 一部を認容 したf X2については,そ
れを擁護 した Xlほ かに新聞販売店契約の

更新拒絶などをして X2に 不安感を与え ,

Y会社 との関係が深い新聞販売店会から
X2が事実上排除されるのを放置 したこと

は違法であ り,過失があるとして,X2に
ついてもその請求を一部認容 した ,

3 新聞社 と新聞販売店との契約は,基
本的には,新聞社が売 り渡す新聞紙を新聞
販売 I占が購入し、その代金を支払う契約で

あり,新聞販売店はその決められた販売区
域内ではその新間の独占的販売ができるこ

とになっている「新聞販売店にとつて,新
聞紙の購入ができなければ,そ れを配達 し
て得られる新聞代や,新聞にチラシを入れ
ることで広告主から支払われる折 り込み広

告代という収入の大半を失うことになる.

そのため,新聞販売店契約を継続的供給契
約ととらえ,その契約の更新に当たっては ,

正当な理由がなければ更新を拒絶できない

とした本判決の判断に異論はあるまい (な

お 継続的供給契約に関する裁判例について
1ま .例 田糸屯「現代型I■ 31を めぐる裁半」伊120～

帥J判時1683号 ヽ1701号に紹介がある[).
4 新聞社は,販売する新聞紙代とそれ
に掲載する広告料に収入が大 きく依存 して

いる一方で,自 らはその配達販売を行わな
いので,それを担当する新聞販売店を必須
としているため,剰i聞社 と有力な新聞販売

店との間には,微妙な依存関係が生 じる.
本件はそれが紛争として明るみに出た事件

である,かねて,新聞紙業界では,報道 .

宣伝手段の多様化から,その市場の縮小が
生 じている中で,激 しい販売部数の獲得競
争がなされているため,内部に重大な問題
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を抱えていることは,一部に指摘 されてい
るところである=本判決が認定 した新聞社
と新聞販売店との関係やその実態は,同種
事件の処理の際の参考となろう。

(関係人仮名)

控訴人兼被控訴人 {以 下「一

審原告甲野」 という。)     甲 野 一
控訴人 (以 ド「一審原告乙山J

という。)          乙 山 二
L記 両名訴訟代理 人弁護 士   江 上 武
同               馬奈木 昭
同              紫 藤 拓
同               高 峰
同               椛 島
乙山二郎訴訟代理人兼江 L武

幸訴訟復代理人弁護士

被控訴人兼控訴人 (以下「 ―

審被告」という↑
'

12)一 審被告は,一審原告甲野に対 し,800万
円及びこれに対する平成 14年 10月 13日 から支夕、済

みまで年5分の割合による金員を支払えT

13)‐審被告は,一審原告乙山に対 し,400万
円及びこれに対する平成14年 10月 13日 から支払済

みまで年5分の割合による金員を支夕、え=
2 -審 被告
11, 原判決中,―審被告敗訴部分を取 り消す T
(2)一審原告甲野の請求を棄却する.

第2 事案の概要
本件は,一審被告の発行する「Y新聞Jの新聞販

売店を経営する一審原告甲野が、一審被告がした新

聞販売店契約の更新拒絶にはIE当 な理由がないと主

張して,一審被告に対 し,新聞販売店契約 l二の地位

を有することの確認を求めるとともに  ‐審被告が
継続的取引関係における供給者側の優越的地位を濫

用 し,同一審原告の営業権を違法に侵害 したとし
て,不法行為に基づく損害賠償請求をし 同じく新
聞販売店を経営する一審原告乙山が.一審被告に対
し 一審被告が新聞販売店契約を不当に解除しよう
としたことによって精神的苦痛を受けたなどとして

不法行為に基づく損害賠償請求をしている事案であ

る=なお 一審原告乙山においても,一審原告甲野
と同様に 地位確認の訴えも提起 していたが, 審
被きは,その確認の利益を争った末,平成17年 12
月9日 に L記地位確認請求を認諾した↑
原審は、一審原告甲野の地位確認請求を認容 した

が,一審原告らの損害賠償請求をいずれも棄却 し
た。これに対し,一審被告及び一審原告らがともに

控訴した。

1 前提事実
11, 当事者等

以下の諸点を加えるほか |ま  原判決2頁 24行 日か
ら3頁 11行 日のとお |)で ある1

ア 原判決3頁 5行 日の末尾に続けて 「Y新聞は
わが国有数の発行部数を誇る新聞である.」 を加え

る「
イ 同頁7行 日の「第2部 Jの次に「(北九州と筑
豊区以外の福岡県.佐賀県 長崎県を管轄 してい
る.lJを 加える.

ウ 同頁 11行 日の次に,改行して
「ウ ー色昭夫は,Y新 聞販売店で構成するY会
の中で,G会 副会長.販売第2部連合Y会の会長 ,

D会 (販売第2部管内の筑後地区の販売店主全員で

構成)の常勤顧間であつて,筑後地区に新聞販売店
61占 1城島、大川東,大川 ID「川,合川南,久留米
櫛原)を 経営 し,それらと後記の2店 を管理下にお
く有限会社A.新間の折込広告事業をする株式会社
B,新聞販売店に労働者派遣をする有限会社 Cの 代
表者をしているc

一色和は,一色昭夫の弟であ り.新聞販売店2店

郎

幸

雄

也

真

隆

迫 田 登紀子

株式会社 Y新聞

上 記 代 表 者 代 表

上 記 訴 訟 代 理 人

1司

同

同

西部本社

取 締 役 大 和 太 貞「
弁 護 士 i土 正 喜

り‖  冨」 iE 敏
福 地 正 明

喜田村 洋  一

主   文
1 -審 原告らの控訴に基づき 原判決第2項 を
次のとおり変更する,

111 -審 被告は,一審原告甲野に対 し、220万
円及びこれに対する平成14年 10月 1311か ら支在、済

みまで年5分の割合による金員を支枢、え―

12, 一審被告は,^審 原告乙山に対 し 110万
円及びこれに対する平成14年 10月 13日 から支″、済

みまで年 5分の害1合による金員を支払え↑

13, 一審原告 E「野のその余の金員請求及び一審

原告乙山のその余の請求をいずれも棄却する↑

2 -審 被告の控訴を棄却する.
3 訴訟費用は,第 1,2審 を通じて .

11十  一審原告甲野と一審被告との間に生 じた費
用は,こ れを4分 し,その 1を lpl一審原告の負担と
し,そ の余を ・審被告の負担とする「
12' 一審原告乙山と一審被告との間に生じた費

用は,こ れを5分 し,その2を一審被告の負担とし,
その余を同一審原告の負担とする.

4 この判決は,主文1項 111,121に 限り,仮に執
行することができる↑

事実及び理由

第 1 控訴の趣旨
1 審́原告ら
11, 原判決中,一審原告 ら敗訴部分を取 り消

す。
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(羽大塚,筑後西 )を 経営 し,上記 3社 の取締役の
ほか,D会 の会長をしている.
二宮正男 1以下「二宮」という.)は , もと ^色和

の従業員であつたが,そ の後独立 して,H上 津店
(以 下「上津店Jと いう.),同 黒木店を経営 してい

る.J

を加える.

121 ilr聞 販売店契約の締結等

原判決3頁 23行 日の次に改行して ,

「ウ 上記新聞販売店契約を締結したことにより,

一審原告らは,一審被告から新聞を購入し,それを

購読者に販売して得る購読料と,新聞紙に折 り込む

折込広告料 (こ れは一審被告に直接利益をもたらさ

ない。)を 得ることになる。これに対 し,一審被告
は,販売店に販売する新聞代金と新聞に掲載する広

告料を主な収入としている.J

を加え,Fn1 24行 日冒頭の「ウ」を「工Jと 改め

るほかは,同頁12行 日から5頁 6行 日までのとおり
であるから.こ れを引用する.
13, 新聞販売店の業務態勢等

原判決20頁 4行 日から21頁 17行 日までのとおり

であるから,こ れを引用する 1た だし、同20頁 13

行日の「毎日」の次に「 1回 ないしJを加え 同21
頁12行 日の「報告するよう求めているF」 を「店舗

に常備し,一審被告が閲覧を求めたときに速やかに

提 /JNするよう求めている=」 と改める.|↑

14)一審被告と一審原告 11野 との間の紛争の発

生とその後の経緯 (概要 )

ア ー審被告 1担当者木村 |は  平成13年 春こ
ろ (ただし,一審原告甲野は、同年 5月 17日 と主張
するのに対 し,一審被告は,同 年4月 末から5月 中
旬ころと主張している.) ‐審原告甲野に対し 同
^審原告の販売区域である広川地区世帯数約5100

世帯の内、約 1500世帯に相当する区域を同一審原

告の新聞販売店から切 り離 して一審被告に返還 し

同区域内の購読者名簿及び配i圭順路表を引き渡すよ

う申し入れた,

イ ー審原告甲野は,一 日_は これに同意したが
同月29[]に ,一審被告 1販売局長 )に 対 し,上記
中入れを拒否する旨回答した^

ウ ー審被告は,同年 6月 28日 ,代理人弁護士・
森竹彦名をもって,一審原告甲野に対して 広川地
区の世帯増に対する消化率が低く,努力不足が認め

られること,部数実態報告に虚偽があることなどを
理由に,広 川店の担当区域から,広川町大字藤田,

一条,広川,大 lllの 4区城を返還し, これら地域の

読者台帳を同月末日までに引き渡すべきことを申し

入れるとともに,同一審原告がこれに応じない場合
には,新聞販売店契約は同年 7月 末目をもって期間
満了とし,更新しない旨を通知した (甲 12).
エ ー審原告甲野は,一審被告を債務者として ,

判例タイムズ Ⅳ07265(2008.6.I)

同年 6月 25日 .福岡地方裁判所小倉支部に対 し,新

聞販売店の地位を仮に定めることを求める地位保全

仮処分の中立てをし t lnllJ平成 13年 (ヨ 1第 182号事

件 ),同裁判所は,同年 10月 291]、 一審原告甲野が
^審被告 に対 し,同 年8月 1「 1か ら本案の第 1審判
決言渡 しの日までの問,広 川地区において,本件新
聞販売店契約 上の地位にあることを仮に定める旨の

決定 (以下「本件仮処分決定」 とい うc)を した

(甲 4).

15)一審被告と一審原告乙山及び三井との間の

紛争の発生とその後の経緯

原判決 5頁 23行 日か ら6頁 3行 日までを引用する

ほか,こ ′tに続けて

「ウ ー審被告 1林原部長 )は ,lnl年 4月 1日 に ,

江上武幸代理人に,一審原告乙山らの変心が理解で

きないとしなが らも,一審原告乙山らが誠実に販売
業務に取 り込み,営業努力をすれば,販売店として

共存共栄を図ることもあると返信 した 1甲 61=

一審被告は,同 年9月 2日 の夕刊か ら,三井に対
するY新聞の供給 を停lLし た 1甲 36,乙 841「 J
を加える

=

2 争点
111 争点及びこれを巡る原審での当事者の主張

は, 原判決第 2の 3項 ‐同 6頁 8行 日か ら19頁 24行

日まで ,の とお |〕 である .た だし 同 7貞 20行 日の
「6月 Jの 次に「時点の広川店」 を,同 9頁 15行 日

末尾の次に「さらに 平成 13年 2月 の時点では,同
地区の世帯数は 5100ま で増加 したのに定数は 1618

と伸び悩み 普及率は317パ ーセ ン トまで下落 し
た.Jを 、それぞれ加 える.Iか ら, これ を号1用 す
る .

2 当審での一審被告の主張
ア ー審原告甲野の虚偽報告について
一審原告甲野の総収入から雑収入と折込広告料を

控除 した残額を 購入する新聞の原価で除 して販売
部数を逆算する |そ の計算方法が正 しいことは同一

審原告 も自認 している.)と 、その実配数は,平成
10年 ころから一審被告に報告 している実配数を約

300部 も下回ることにな り,同一審原告は,上記の

架空読者数 どころではない.極めて悪質な虚偽報告
をしていたことになる.同 一審原告の実配数は平成

13年 6月 か ら急落 しているところ,そ のような急落
は,上記の実態を是正 しておこうとしたとしか考え
られないものであ り。そのことか らも上記虚偽報告

の実態が裏付けられる↑

イ ー審原告甲野に対する販売区城分割の申入れ
について

1ア| 一審原告甲野の経営する広川店では業績不振

が認められたこと,すなわち,同店の販売区域では

世帯数が 1曽加 しているにもかかわらず それに見合
う増紙がなく,普及率が次第に下落 していつたこと
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は,原判決第 2の 3項の(1)|一 審被告の主張 )イ の
とお りである

=

|イ )と ころで,こ のように広川店の区域内におけ
る世帯数の増加は,主 として広川店から離れた 同
道3写 線以西の久留米市や筑後市と隣接する地域で

宅地開発が進んだことが原因と考えられ,同 店の普

及率は特にその地lakで低かったT

そこで、 一審被告 1林原部長.木村 )は ,こ のま
ま上記地域を一審原告甲野に委せるより,広 川店か

らみて周縁地区にある部分を他の営業力のある販売

店に引き継がせ,一審原告甲野には,広 川店周辺の

地域で営業活動に専念 させる方がよいと判断 し,平
成 13年 4月 末から同年 5月 中旬ころにかけて,一審
原告甲野に対して,■‐ 同一審原告の長男を福岡の
販売店で研修させることと,2 区域の一部分割を
申し入れた。

なお,111は ,従来,一審原告甲野が長男を従業員
として雇用していたところ 将来,同 人が独立して
新聞販売店を開業 したいと申し出た場合に備えて ,

きちんとした販売店で適正な業務運営を学ぶことが

`Zヽ
要不可欠であると考えたからであり,かつ,そ の
ようにして同人が外部に研修に出ることにより,そ
の分の人件費が削減できるため,広川店の区域が一

部分割されても同店の経営が成り立つものと考えた

からである.ま た,12については,木村が分割を受
ける目安 としていたのは 1500世帯であ り、部数に

すれば375部 ない し多 くみて もせいぜい 480部程度

であるか ら,な お 1000部 以 上の部数が広川店に残
ることになるので,そ の後も十分に経営が成 り立つ

ものと判断 したものであるT

Iウ

' 
以上のとお り,一審被告の 巨記申入れは,広

川店の経営の実情に即 した合理的なものであって ,

一審原告甲野に対 して不可能を強いるようなもので

はなかった ,

なお,上記分割にかかる区域を譲 り受ける者 とし
ては,三宮が予定 されていたが.こ れは同人の上津

店での営業手腕を評価 したからであって,―審原告
甲野がいうような一色昭夫らの便官を図ったもので

はない.

131 当審での ‐審原告乙山の主張

一審原告乙山が,D会 から除名等の違法行為を受
けたことについては,一審被告にも責任がある。す
なわち,D会 の運営については,一審被告が深 く関
わってお り,新会則上 も「 Y本社」との協議 1会長
の選任や会員の除名)や協同 (会務の運営 |が定め

られているし,その除名の規定を設ける際には,本
村が相談を受け,一審原告乙山の除名決議にも立ち
会って,異議を述べていないのである,
第 3 当裁判所の判断
1 争点判断の基礎 となるべ き事実
11, 一審原告甲野が広川店の経営を引き継いだ

25δ

経緯

原判決 21頁 19行 日から22頁 13行 日までを引用す

る |た だし,21頁 24行 日の冒頭に「イJを加える.,c

(2, 広川店の営業の推移

原判決 29頁 5行 日から30頁 7行 日まで (ア ないし

工 )を 引用するほか それに続けて
「オ 広川店の平成 10年 から平成 13年 までの折込
広告料収人は,い ずれ も年間 2100万 円を超えてい

る 」

を加えるc

13, 一審原告甲野が 一審被告に虚偽報告をする

に至る経緯及びその実態

ア 上記 2の とお り,広 川店の営業成績は,前任
者の四谷から引 き継 ぎを受けた後数年間は悪化の一

途 を辿 1, 実配数の減少傾向が止 まらず,そ の結
果.実配数が定数を相当 下回る状況が続いたため .

平成 5年 10月 にはついに定数を従来の 1500部か ら

1320部 に切 1下 |ギるまでになったが、その後増勢

に転 じ 平成 8年 1月 |こ は定数 も元の 1500部 を回復
したばか |,か  徐 々に増加 し 平成 10年 1月 には
1625部 にまで達 した, また 実配数 もlmi年 1月 に |よ
約 1600部 にの 1ま るなど 定数 との差 も少な くなっ
ていった .

イ しかし 遅 くとも平成 11年半ばころから1ま実
配数の伸びが止 ま |]平 成 12年 5月 か らは 1600部
を割 り込むよう 1こ なったが 一審原を甲野はこれを
一審被告に対する業務報告に |ま 反映 させず 同報告
書の定数及び実配数を減らさなかったため 実態 と
報告が乖離するようになった=そ して 

｀
|1成 H年 5

月ころか らは 広 1地 区の 28区域のうち26区 を架
空読者 を計上す るために利 用 し始めた「 1甲 131,

原審での 審́原告甲野本ブ、

ウ 平成 12年 5月 18日  一審原告甲野は,一審被
告販売局長 |二宛てて 予備紙の部数を虚偽報告 して
いた 7部 と報告 していたが 実際には約 40部であ
った,|こ とを認めて反省するなどとする内容の誓

約書 1甲 38 を提出した ,
工  ‐審原告甲野は 平成 13年 6月 当時,一審被
告に対 しては 定数 1660部,実配数 1651部 と報告
していたが 実際には 26区 に 132世帯の架空読者を
計 上 していたので 実際の配達部数は 1519部 を超
えないことになる―

なお,一審被告は,^審 原告甲野の平成 10年から
平成 12年 度の確定 申告における売上額等に基づい

て,広 川店には,常時 200な い し300部 の架空読者
があった旨主張 し,さ らに当審においても上記第2

の 212,ア のとお り主張するTし か しなが ら,そ もそ
も上記のような計算から割 りlL「lさ ォtる 数字が どこま

で実態 を反映 しているかは多分に疑間としなければ

ならない。

'jえ

ば,一審被告の 11記主張は,全ての

新聞購読者が代金を支払 うことが前提 とされている
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ところ,こ れを支払わない者や,当初から無償で提

供されている者も少なからず存在するであろうこと

は十分考えられるのであって,そのようなところか

らしても,同 主張を直ちに採用することはできな
い^

オ 木村は,平成13年 6月 25日 ,一審原告から帳
簿類 (手板,読者台帳,発証集計表等 )の呈示を受
けて調査した結果、26区 に架空読者が集められてい

るのではないかと疑ったが, これを突き止めるまで

には至らなかつた (乙 66,原審での証人木村,1司
林原,cな お,一審原告甲野は,こ の時点で上記 26

区の架空計上の事実を木村に告げた旨供述するが .

到底信用することができない。

14, 一審被告の一審原告甲野に対する経営指導

(区域分害」の提案を含むr)と これに対する同一審原

告の対応

ア 林原部長は,平成12年 6月 に販売局第2部長
に就任したが,上言己2)ウ 及び工の事情を踏まえて

同月16日 に広川店を訪問し,直近4か 月の平均止押
数が平均65部であって,約 1600部という部数と比
較して非常に低く.新規購読契約及び購読継続契約
(止押,数が悪い,所長自身の努力不足であキ, そ
の他の従業員の営業成績も悪いなどと指摘 して 同
一審原告の努力を促 した (甲 87,原審での証人林
原 ).

イ ー審原告甲野は,同年 8月 8日 ,期 間を1司年
9月 1日 から10年 間として店舗用の建物をr~lた に賃

借 した上.500万 円ほどかけて同建物を増改築する

などした (甲 18,一審原告甲野本人).

ウ 同年 12月 16日 ,筑後地区増紙対策会議が開
催された,一審原告甲野も同会議に出席し、増紙目
標を提出した,こ れに対し,林原部長は,日 標値が
低すぎるとして,同一審原告に上方修正するよう求
めた.同一審原告はこれを拒否したが,他方で,平
成13年 3月 ,それまでの定数1625部 を1645部とし,
さらに同年 4月 には1660部 としたrl甲 87,130,
131,原 審での証人林原,一審原告甲野本人

'工 林原部長或いは本村は,ヽ十二成13年 4月 末ころ
から同年5月 中旬ころまで,数回,広川店を訪問し、

業務報告書について区域別定数実態表
`毎

月の区域

別の実配数,入 り,止め等を記載するもの
'を
記載

することなどの改善を求めるとともに,一審原告甲
野の長男について,将来,一審被告の新聞販売店と
して独立するために,他店で研修をすることを1是案
し,ま た,広 川地区において世帯増に対して部数が

伸びていないことなどを指摘 して,区域分割を中し
入れた.

なお,一審被告 (本村)は ,^審原告甲野に対し
て返還を求めた一部区城を同区域と販売区域が隣接

する上津店を経営 していた二宮に引き継がせた上 .

同人から黒木店の返還を受ける予定であった^

判例タイムズ Alo r265(2008.6.I)

(甲 99,乙 86の 1,原 審での証人木村,同林原,

一審原告甲野本人 )

オ ー審原告甲野は.本村に対し,同 年5月 17日 ,

一‐J´は上記区城分割の申人れを了承し、本村は林原

部長に,林原部長は一審被告販売局長森田明夫 (以

下「森田販売局長Jと いう。)に ,そ の旨を報告し

た,

ところが,一審原告甲野は,lpl月 29日 ,一審被
告本社を訪ね,森田販売局長に対 し,区域分害1に は

応じられない旨伝えた.森田販売局長は,そ の場で
は態度を保留 したが,そ の後,林原部長に対 して
は,既に社で決まったことで再考の余地はない、一

審被告は分割することで準備を進めているとして方

針どおり話を進めるように指示した.木村は,´審
原告甲野に対し,その旨を伝えた,
1甲 10,123 乙66,原 審での証人木村,同林原
一審原告甲野本人 |

力 林原部長と木村は.1司 年6月 12日 ,広川店を
訪間し,通常業務の後 一審原告甲野の増紙計画が
進んでいないこと,熱心な取 り組みがないことを指
摘 し.業務報告書について以前の指導後も区域ごと
の明細がないので 次回から配i菫区ごとの入り 止
めを記入し.手 lllと 11合すること等を求めた。その
Lで ,林原部長は、 ‐審原告甲野に対し.同一審原

告の現在の努力状況では 現担当地域を前提にして
は増紙は期待できない.長男の別地域での所長独立
を援助するので,一部区域返還のことはもう一度考
え直すように, どうしても返還に応じないならば,

販売契約更新もできなくなるが それは一審被告も
望まない。などと171Nべ て再考を促したTI甲 10.乙

66,原審での証人イ(村 同林原 一審原告甲野本人 ,
キ 木村は、同月19日  広川店を訪間し,^審原
告甲野に対し 帳票類の提示を求めたが,同一審原
告はこれを拒否 した[そ こで,同 月22日 ,一審原
告ら代理人江上弁護士事務所で 同弁護士及び一審
原告甲野夫妻と木村との話合いがもたれた結果,通
常業務範囲内での帳票類提示に応じることが確認さ

れ.上記 3オ の本村の調査がなされた,1乙 66 原
審での証ノ、本村 同林原  ‐審原告甲野本人 )

5 -審 被告の一審原告甲野に対する新聞販売
店契約の更新拒絶 1前提事実141ウ )と 同一審原告の

仮処分申立て 1同工 )

16, その後の経過

ア ー審原告甲野は,平成13年 7月 から10月 に
かけて,毎月マイナス2桁の入り止め差が生じ、4か

月で合計85部 の実配数が減少した旨の業務報告書

を提出した。また,同 年 10月 には,定数を1660部
とし,実配数については言己載していないが, 前月の

実配数及び当月の入 り止め差から実配数1566部 と

算出できる業務報告書を提出していたところ,本件
仮処分決定後の同年 11月 には,定数を1450部,実

●“
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配数を1428部 とする業務報告書を提出した,同 一

審原告としては、この際に実配数につき26区 の架

空読者分ほか134部 を削減 し,定数もこれに合わせ
たものであるf(乙 116の 1な いし6,117,原 審での
一審原告甲野本人)

イ 本村は,同 年 12月 7日 ,広 川店を訪問し,一
審被告販売局宛の第1期増紙計画表 (甲 125)及 び

一審被告宛の誓約書 (甲 126)を 持参して,一審原
告甲野に対 し,こ れらへの署名を求めた。第1期増

紙計画表は,同年 12月 から平成14年 7月 まで8か 月

間で合計 110部 (月 平均約 14部 |の増紙を目標とす
る増紙計画を記載したものである.ま た,誓約書の

内容は,1‐ 業務報告書の記載事項の明記,帳票類
の完備・提示等.販売部数の透明性を厳守するこ
と,12 上記第1期増紙計画表のとお り8か 月計画
を達成し,回収率目標 150%以上を継続的に達成す
ることなどを通して減紙を早期に復元・挽回するこ

と,こ  その他現在の読者へのサービス等の業務を
履行すること,11‐  今後,虚偽の報告及びセールス
の目的外使用 (食い止め作業等 )を一切 しないこと

を誓約し,こ れらにつき不履行があった場合 取引
を中 I11さ れても異議を申し立てないというものであ

る.

一審原告甲野は,こ れらに対する署名を拒否し

た。これを受けて,木村は,同一審原告に対し,今
後,新聞供給は継続すること,注文部数その他につ

き自由に増減できること,増紙業務は依頼しないこ
と、Y会活動には不参画とすること,業務報告は不
要であるし,本村ら担当員も訪店を遠慮すること,

平成14年 1月 からは増紙支援をしないこと,所長年
金積立は中止し,従業員退職金の補助等をしないこ
と,セ ールス団関係は,一審原告甲野が直接処理す
べきこと,特別景品等は可能な限り辞退されたいこ
と,な どを申し渡した「
1甲 127,原 審での証人木村 )

17十  一審原告乙山及び・i井のD会からの排除
原判決35頁 17行 日から36頁 10行 日までのとおり

であるから,こ れを引用する.

2 争点111について
(1)上記 1の 111な いし161の 事実のほか,本争点

の判断に関係する事情として以下の事実が認められ

る.

ア 広川店の業績の推移について
|ア| 一審原告甲野が四谷から広川店を引き継いで

から当分の間は,広川店は 実配数の減少に歯止め
がかからないなど業績が悪化したが,その後,次第
に回復していったことは上記 1121及び131ア のとおり

である。このような業績の改善 (販売拡大 )に は,

筑後地区の他の販売店の協力があったものである。

その結果,一審原告甲野は,一審被告から,平成8
年度,平成9年度に年間日標i菫成賞などの表彰を受

258

けた↑ 1甲 15の 1な い し3, 甲22の 1,甲 131,原 審
での一審原告甲野本人,証 人一色 )
|イ)と ころが,一 審原告甲野は,平 成 8年 ころ ,

一審被告の当時の担当である葉山から,一色昭夫が
計画 していたのとは別の新 しいセールス同を立ち上

げることについて協力を求め られることになった =
このことを知った一色昭夫が,同年 5月 14日 に,一
色和 ,二宮 らを連れて広川店に押 し掛け,一審原告
甲野の頭部を殴打するという事件が発生 し,同 一審

原告は,そ の後平成 11年 ころまで,セ ールス回の

派遣を受けられなくなった.競業する各新聞の販売
拡大競争は職烈であるため 自店の営業活動だけで
は限界があ り,し たがって,専門のセールス団の派
遣を受けられないことは営業上相当の悪影響をもた

らす ものというべ く これが広川店の業績を低迷 さ
せる 一因をなしているものと見られる.(甲 22の 1,

原審での 審́原告甲野本人‐

イ 新聞業界を巡る情勢
|ア

' 
テレビ,ラ ジオはもとより,パ ソコンや携帯

電話等のニュー スメデ ィアの普及,若者の活字離
れ,不景気などを原因として 新聞の読者離れが ,笙
んでいる.こ のため 筑後地区で も, Y新聞の48
店舗の平均普及率は平成 2年 11月 に311パ ーセント

であったものが,平成 12年 13年 の各6月 には302
パーセン トに 平成 14年 6月 に300パ ーセン ト,平
成 15年 6月 に295パ ーセ ン トと漸減傾 向にある.
(乙 66,原 審証人木村 |

|イ , 一般に,新聞社は 新聞販売店に販売する新
聞代金と新聞に掲載する広告llを 主な収入としてい

るため,そ の販売部数が収入の増減に直結すること

から、販売部数にこだわらざるを得ない.そ のよう

なところか ら 拡巨反競争の異常 さが取 り,少 1太 さ′t,
読者の有無とは無関係に新聞販売店に押 し付けられ

る「押 し紙_な るものの存在が公然 と取 り上げられ

る有 り様である 甲85152158,164,.
販売部数 |こ こだわるのは一審被告 も例外ではな

く 一審被告は極端 {[減紙 を嫌 う=一審被告は,発
行部数の増加を図るために 新聞販売店に対 して ,

増紙が実現するよう営業活動に励 むことを強 く求

め その一環 として毎年増紙 日標を定め,そ のi圭成
を新聞販売店に求めている.こ のため 「口標達成
|よ 全 YCの責務である↑J「増や した者にのみ栄冠が
あ り.減紙をした者は理由の如何を問わず敗残兵で
ある.増 紙 こそ正義であるc」 な どと記 した文書
(甲 64)を 配布 し 定期的に販売会議を開いて,増
紙のための努力を求めている.林原部長 ら一審被告
関係者は 一審被告の新聞販売店で構成するY会に
おいて,「 Y新聞販売店には増紙 という言葉はあっ
て も,減紙 とい う言葉はないっJと も述べている「
1甲 110,原 審証人林原 )
|ウ

' 
これに対 して,新聞販売店も,一審被告から

判例タイムズ Nο ′260F(2008.6.I)
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新聞を購入することで代金の支〃、が発生するので ,

予備紙を購入することは当然負担にはなるが,そ の

新聞に折 り込む広告料が別途収入となり,そ れは定

数を基準に計算 されるので.予備紙が全て販売店の

負担 となる訳ではない=た だ、その差は新聞販売店
佃1に不利な計算となる,

なお, この点について.‐ 審被告は,1部当た り
の折込広告料収入と新聞紙の仕入れ価格を比較する

と,平成 10年 か ら平成 12年 までの 3年 間で いず
れ もわずかに折込広告料が上陣|る (乙 93.原審証
人林原)と いうが,注文部数に応 じて付加 されるY
会費,店主厚生会費,体刊チラシ代金などの諸経費
を加えると大幅な赤字になる 1甲 82の 1な い し3)

というのが実態であるものというべ く,こ れは,予
備紙を持つことを嫌 う新聞販売店が多いという一般

的指摘 (甲 85,152.158、 164)と も合致することか

らして,一審被告の L記主張は採用で きないc
ウ ー色昭夫,一色和及び三宮 と一審被告及び一
審原告らとの関係

(ア, 一色昭夫は,昭和 48年 H大川店の経営 にか
かわって以来,そ の事業を拡大 し 現在前提事実111
ウのとお りの役職にある,D会 の実力者である。 ^
色和はその弟で,二宮 は一色和の元従業員であつ
て,一 色兄弟と密接な協力関係にある。
|イ , 一色昭夫は,自 分 らが中′しヽとなってセールス

団体 E会 (こ れが後目有限会社 Cに なる.)を 設立

しようとしている最中に 文化センター前店 F711長の
五本慶夫 (以下「五木Jと い う「

'ら
が別のセール

ス団体を立ち上げようとしていることなどを聞きつ

け,上記ア|イ )の とお り,一審原告甲野に暴力を振る
ったほか、当時の一審被告の担当社員であった葉山

が五木らの背後にいると考え,そ の場に葉山を呼び
つけ,自 分がやめるか葉山がやめるか どちらかだ ,

などと強 く迫った↑

その後.一審被告の当時の枝川販売局長は,こ の

事件について一色昭夫をllL責 しただけで 葉山は、
同年 7月 に.他に異動 した,
(甲 148,乙 124,原 審証人一色,一審原告甲野本
人 )

{ウ, また,一色昭夫が経営する株式会社 Bは ,広
川店を含む八女市郡を対象として折込広告事業等を

行う折込センターであるが 筑後地区では一審被告
の関連会社以外で折込センターをしているのは同セ

ンターだけである.同 セ ンターは,広 告主に対 し
て,各販売店の部数について,社団法人エービー シ
ー協 会 (以下「ABC協 会 Jと い う,)の 公表部数

`こ

れは,実配数ではなく,定数の合計であるT)に
10パーセン ト程度上乗せ した数値を公表 していた

が (な お,こ れは各地区で,各新聞の折込センター
が集まって,協議 して決めている。),そ のことを一

審被告は知っていた,

判例タイムズ Aro 7265(2008.61)

|コ ー色昭夫は,昭和54年  木村が筑後地区の
担当として着lfし た際に同人と知り合い,その後他
の地区にいた本村に金を貸したりもし、木村が筑後

地区の担当になるように,当時の ^審被告の販売局

長に働きかけたT木村は,平成13年 1月 から,筑後
地 FKの 担当となり,通常なら2.3年で転勤するの
に.そ の後も同地区を担当している。 1乙 111,原

審での証人木村.同林原,Fpl一色 )
|オ| 一色昭夫は,平成7年に久留米市長門石の長
門石店を 平成12年 12月 に同市合川の合川南店を
譲り受けたが,本村が担当となった平成13年 1月 以
降,本付から打診されて,同年 10月 に,久留米北
店の六田元 1以下「六田Jと いう.)Flr長 と同店の

販売区域の一部 (小森野町,櫛原町地区)と 長門石
地区とを相互に所定の代償金を支払って交換 した.

同年 11月 には,同 じく,三井の経営する久留米中
央店の北イ貝|の通町地区の譲渡を打診された.ま た,

一色昭夫は,平成14年 1月 には,久留米市の文化セ
ンター前店の販売区域内の東櫛原町に販売店を置く

ことにし,そのころ,一審被告を通じて、店舗所在
地を含む一部の地域 (通町.櫛原町地区に隣接する
地域)を 文化センター前店の五木所長から譲 り受け

た
=

木村は, これらについて、六田や五木に 本社の
販売計画として区域調整をすると説明し 五木に
は,久留米中央店の販売区域である諏訪野町地区あ
るいはその周辺店の一部を引き継げるようにするな

どと述べて,同 人らの ア解を得た^

さらに,本村は,平成13年 10月 から12月 ころ,

^色昭夫に,一審原告乙山が引退・廃業するので

宮の陣店を譲 り受けないかと打診したが,一審原告
乙山が引退しないことにしたので,その話は立ち消
えとなった.な お その際 木村は,一審原告乙山
又はその妻を一色昭夫の折込センターで雇用するこ

とを持ちかけ 了承を受けていたr
(乙 57の 6な いし8124.126.原審における証人
木村,同一色 一審原告乙山本人

'121 前提事実及び上記 1及 び2111の認定事実を

もとに判断する [

ア 新聞販売店契約は,新聞の宅配という重要な
役害1を特定の個ブ、に独占的に委託することから,一
審被告でもそれなりに信頼できる者を人i理 して締結

しているはずである=そ して 一審原告甲野は,平
成2年 11月 に 約 1200万 円の代償金を支払って,

一審被告と新聞販売店契約を締結し その後更新を
続けて,平 成8年 8月 1日 には,本件新聞販売店契
約を締結したことから,一審被告は,同 一審原告を
新聞販売店を経営する者として適任であるものと判

断していたといつてよい,

他方,一審原告甲野としても,その後も店舗確保
のために新たに建物賃貸借契約を締結 し,当該建物

●“
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の増改築に資金を投下したりしていること (上記 1

14,イ ),ま た,広川店の経営のために従業員を雇用
し セールス業者に報酬を支夕、い.販売拡大のため
に景品等を提供するなど 相当多額の投資をしてき
たことが認められ (甲 17.原審での一審原告甲野
本人),も とより広川店での営業を生活の基盤とし

ていることは明らかである。そうであれば,一審被

告が継続的契約である一審原告甲野との本件新聞販

売店契約の更新をしないというためには,正当な事
由,すなわち,一審原告甲野が本件新聞販売店契約
を締結した趣旨に著しく反し,信頼関係を破壊 した
ことにより。同契約を継続していくことが困難と認

められるような事情が存在することが必要であるも

のというべきであるT

そこで.以下,こ のような観点から 審́被告の主

張を順次検討する↑

イ 業績不振,営業努力不足について
一審原告甲野は、上言己1)ア のとおり,当初の不振

を他の新聞販売店の協力も得ながら挽回し,一 J´減
少した定数も平成8年 ころには回復し,実配数もほ
ぼ定数に近づけるなど,その営業努力はむしろ高く
評価されるのであり,それだからこそ平成8年 ,9年
と連続して表彰されてもいるものと見ることができ

る.そ の後は,平成11年 ころから,実配数と定数
とに乖離が見られるようになったが その一国には
一色昭夫がセールス団を回さないようにしたことの

影響があるところ.そ のような仕打ちを受けた原因
は,一色昭夫が主導するセールス団とは別のセール
ス団の立ち上げについて一審被告の担当者 1葉山

'

からの働きかけを受けたことにあること.し かも,

一審被告が,一審原告に暴行まで働いた一色昭夫を
叱責したのみで,上記のような仕打ちを放任したこ

とを併せ考えると,直ちに一審原告甲野の努力不足
と評するのはれ1当ではない.

また,そ の後の広川店の業績は.後記ウのような
架空読者の計上を割り引いて評価しなければならな

いということはあるにしても,筑後地区の他の販売
店と比較しても著しく劣るとはいえないし,上記 1,

イ|ア )の ような読者の新聞離れの傾向も考慮すれば、

単に一審原告甲野の業績不振 営業努力不足の一語
で片付けてしまうことはできないというべきであ

る。なお,更新拒絶後の業績の悪化は,一審被告
が,新聞紙を供給する以外の役務の提供をしないと
いうことによるものであるから (原審での一審原告

甲野本人.な お,一審被告は,広川店について「Y
赤ちゃん新聞」への読者の赤ちゃんの掲載すら拒ん

でいる 1甲 77の 1,2. 甲157の 1,2)c), このこと

をもって営業不振などといつて責めることはできな

い
^

ウ 虚偽報告について
1ア

' 
一審原告甲野が一審被告に虚偽報告をしてい

′δθ

たことは明白である,こ のような虚偽報告は 一審
被告にとつて到底軽視することのできないものであ

る↑そのような現象が蔓延するときは,工確な現状

認識に基づ く経営戦略が立てられな くな り,ま た

収入の相当部分を占める掲載広告の広告主の信頼を

損ねるという重大な事態を引き起こしかねないから

であるこそれ故,本件新聞販売店契約において も
これを契約解除事由として定めているところであ

る,

そ して,134部 の架空読者の存在は 広川店の定
数が 1625な い し1660部 である ところか らして も,

相当の数及び害J合であるといわなければならない =

一審原告甲野としては,一層の販売拡大努力をすべ

きであったことは当然であるし、それができないの

であれば,一刻 も早 く架空読者の計上 という不正常
な事態を解消 した上で その事実をあ りのままに ―

審被告に報告すべ きである.こ れに反し 長期間に
わたってこれを維持 したことは強 く非難 されて然る

べ きであって,同 一審原告の責任は決 して軽 くない

ものといわざるを得ない ^

イ しかしながら,新聞販売店が虚偽報告をする
背景には ひたすら増紙を求め 減紙を極端に嫌 う
一審被告の方針があ 1).そ れは 一審被告の体質にさ

えなっているといっても過言ではない程である .

―審原告甲野が 予備紙の部数を偽っていたとし
て誓約書 を提出 した際に提出 した平成 12年 10月 日

標増紙計画表では、定数年間 目標 を 1665部 ,実配
年間 日標 を 1659部 とし 同年 5月 時点での定数 を
1625部,実配数を 1586部  予備紙を39部 と,同 年
10月 時点での実配数を 1586部.予備紙を39部 とし
て上記定数を維持 した記載をしているところ,一審
被告は,こ のような報告を受けても,そ れに合うよ

うに定数を減 らさせることをせず  上記計画表記載
のとお りの同 ^審原告からの注文を受けていたもの

であ り,同様に 予備紙の虚偽報告が発覚 した久留
米中央店の三井に対 しても,ほ ぼ同様の対応に終始

しているのである 1甲 131 乙81104 原審証 人
林原 ),

このように,一方で定数と実配数が異なることを

知 l,なが ら あえて定数と実配数を一致 させること
をせず 定数だけを ABC協会に報告 して広告料計
算の基礎 としているという態度が見 られるのであ

り,こ れは,自 らの利益のためには定数 と実配数の

自]齢 をある程度容認するかのような姿勢であると評

されても仕方のないところである。そうであれば .

審́原告甲野の虚偽報告を一方的に厳 しく非難する

ことは,上記のような自らの利益優先の態度と比較
して身勝手のそ しりを免れないものというべ きであ

る。

|ウ1 以上のとお り,一審原告甲野の虚偽報告の程
度は決 して軽視することのできないものであ り,そ

判例タイムズ NO′ 26oF(2008.6.1)
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の責任も軽 くはない3ま して,同 審́原告が上言]イ |

のような誓約書を提出したこともあることを考えれ

ば,なおさらである.し かしながら,上言」イ)の よう

な一審被告の新聞販売店に対する態度などに照らせ

ば,一審被告が,一審原告甲野の虚偽報告をもって

本件新聞販売店契約の更新拒絶の理由とすることを

容認することはできないTむ しろ,上記 1141な いし
161及び2111ウ の諸事実に照らせば,一審被告の本件
新聞販売店契約の更新拒絶は,あ る意味では一審原

告甲野が広川店の区域分割の中入れを断ったことに

対する意趣返しの面があり (同一審原告が分割に応

じていれば,契約更新をしていたと思われる。), ま
た.同分害1中入れの背景に一色昭夫らと木村とが意

思を通じた策動の如きものが窺われることを考慮す

ると,一審被告の更新拒絶に正当な事由があるとは
いい難い。

工 帳票類提示拒否について
審́原告甲野が,平成 13年 6月 25日 に,本村か

ら関係帳簿閲覧提示を求められたにもかかわらず ,

架空読者の計上を発見されないよう,こ の要求を拒
んだことが認められる.こ の点も 本件新聞販売店
契約に定める契約解除事由に該当する。

しかしながら,同一審原告の拒否の動機が虚偽報

告の発覚をおそれたことにあるとすれば,虚偽報告
に至る背景やそれについての一審被告の姿勢等も合

わせて考慮すべきであり,その虚偽報告には酌量す
べき諸事情があること、本件の場合,帳票類の提示
拒否によって一審被告が受ける不利益は虚偽報告を

発見できなかった点にあるところ,虚偽報告自体が
更新拒絶の理由とはなり得ない以 L.帳票類の提示
拒否だけを取 り出して.更新拒絶の正当事由とする
ことはできない道理である.

オ ー審原告甲野の分害」案拒否その他について
|ア)同原告が一■承諾した分割提案を拒否したこ
とはそのとおりである.し かしながら,一審被告の

分割案がその主張のような検討の結果であれば,そ
の関係資料の提出があるはずなのに,本件訴訟で
は,広川店の各字毎の読者数の資料 (乙 88)は提
出されたものの,分割される地区と残る地区の地理
的.人文的特色や読者数等についての資料の提出は
ない (一審被告は,広川店の販売区域のうち,国道
3号線以西の久留米市や筑後市と隣接する地区で人

口が増加する割には普及率が低いというが,訴訟で
それを裏付ける資料の提出はない。)じ  むしろ,

分割を予定した地域の人口とそれ以外の地域の人口

の伸びは変わらず,分割を予定 した地域は約2500
人と広川l占 の区域の約半分になるというのであ り

(乙 113),一 審被告の一審原告甲野に対する説明と

も大幅に離離する結果となっているのである,

また,一審原告甲野にすれば,上記提案は広川店
の在り方に関わる重大問題であるから,一員は一審

判例タイムズ Ⅳο′265(20086.1)

被告の意向に押 されて不本意ながら承諾 したもの

の,熟慮した結果,承諾できない旨態度を変更した
ことを責めるのは酷であるし,そ の時点では.一審
被告はそれを前1是 とした新たな権利関係の設定等も

していたわけではないのであるから,それを理由に

本件新聞販売店契約の更新を拒絶するというような

ことはできないというべきである.

|イ | 一審被告の主張する従業員の登録拒否.協調
性の欠如等については,こ れを裏付ける的確な証拠

はない[

131 以上のとおりであって,一審被告の主張は
理由がない .

3 争点 21について
上記のとおり,一審被告の本件新聞販売店契約の

更新拒絶には正当事由がないのであるから,こ の更

新拒絶は認められない.し たがって,あ くまで更新

拒絶が有効であるとして一審原告甲野にそれを押し

つけ,新聞紙の供給以外の役務を提供しないという
一審被告の対応はi菫法であり,一審被告はそれに2
いて少なくとも過失があるといわざるを得ない.

また.第 2の 1の前提事実及び上記 1及 び2111の 各
認定事実によれば 一審被告の上記更新拒絶の背景
には,D会 に強い影響力を有する ‐色昭夫の意向が
窺われるが,その点を度外視 しても,一審被告は,

本件新聞販売店契約で広川地区に専売権を持つ一審

原告甲野に区域の分害1を 求め,一旦承諾した同一審
原告がそれを拒否するや 業績不振,虚偽報告など
を理由に、本件新聞販売店契約の更新を拒絶したも

ので,そ の態度 |よ  多数の販売店を擁しわが国有生
の規模を持つ一審被告が 1販売店を経営するに過

ぎない一審原告甲野に対して文字どおり自らの供給

者としての優越的地位に基づいて,自 社の意向を押

し,邑そうとしたものであ i, その地位を濫用したと

評されても仕方がないというべきであるTた だ,:二
審原告甲野も その行った虚偽報告や帳票類の提示
拒否は,本来ならば同契約の解除事由にもなりかね
ないものなのであり,反省すべき点は少なくない。
そうすると.上記一審被告の行為により営業被害
を受けた 一審原告甲野に対する賠償としては,200

万円の限度でこれを認めるのが相当であり,そ の損

害と因呆関係がある弁護士費用は20万 円とするの

が相当である.

4 争点 31について
11, 証拠により認定できる事実

原判決41頁 10行 日に「前記第11の 各事実 上
記 1認定の各事実Jと あるのを「 L記第2の 1の 前

提事実 Jと 改 め.同 11行 日の「 155,Jの 次 に
「 157,」 を加えるほか.原判決第3の 3(41頁 10行
日から43頁 12行 日まで )の とおりであるから こ
れを引用するr

121 上記各事実によれば,結果的に,一審原告
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乙山は拒否i邑知を出したことで,一審被告から廃業
及び区域返還すなわち本件新聞販売店契約の解除の

意思表示又は中途解約の中入れは受けなかったもの

の,同一審原告において.本件新聞販売店契約が打
ち切られるのではないかとのおそれを抱かざるを得

ない状況に置かれたことは明らかである.し かも,

その際に 一審被告が問題にしたのは業績不振であ

る.それと同じ理由で.´審原告甲野や三井は現に

本件新聞販売店契約の更新拒絶又は解除をされ,三
井は,その後4反処分でその地位が仮に定められたの

に,一審被告は新聞紙の供給を停止しているのであ
るから,同 じような理由を告げられて廃業勧告を受

けた一審原告乙山が,宮の陣店の将来に対する不安
を覚えたのは当然である. ―審被告の一審原告らや
三井に対する一連の態度は,継続的な新聞販売店契
約による地位があるのに,―審原告甲野については

少なくとも過失に基づいて,墓法に,三井については

仮処分で仮にその地位が定められたのに故意にそれ

にす菫反して,それぞれ不利益を与えたのであって ,

一審原告甲野や三井と同一歩調を取っていた一審原

告乙山がそれらの一審被告の行動を見て現実的な不

安を感じることは当然認識できたのに,それを解消
するどころか現実の危険を感 じさせたのであるか

ら,一審被告は一審原告乙山に対しても不法行為責

謝する必要があるというべきである。

また,L記口)で引用した原判決第3の 3111ケ ,コ
の事実によれば,一審原告乙山が,D会 及びF会を
自己の意思で退会したものとは認められないが,さ

ればといって,本件全証拠によつても,除名された
のか否かは判然としない。しかしながら 元来,D
会は,Y新聞専売所長の強制加入団体であり,単 な
る親睦会ではなく,一審被告からのセールス等補助
の窓口となるなどして加入店の営業活動を補助する

立場にある会であって, 審́原告乙山につき`除名
を正当化するだけの事情が存在するとは容易に考え

難いところである.

そうすると,一審原告乙山がD会内のブロック会
に参加できないとされていることは新聞販売店とし

ての地位を不当に侵害されているものである.一審
被告は,一審原告乙山と本件新聞販売店契約を締結
している以上,他の新聞販売店と同じように宮の陣
店を差別せずに取 り扱う義務があり,会則上も協同
して会務の運営を図る立場にあるのであるから,D
会に対して,そ の関係の正常化を働きかけるべきで
ある.本村が上記ケ,コ の決議に関与しながら,こ
れに全く反対していないこと,一審被告のセールス

等補助がY会及びF会 を通して行われており,一審
原告乙山がこれら補助を受けられないでいることを

放置する結果になっていることは問題である。これ

について,一審被告には,別個の不法行為責任もあ

ノク

るというべきである。

上記一審被告の行為により精神的損害を受けた一

審原告乙111に 対する慰謝料としては100万 円が相当

であり,その損害と因呆関係がある弁護士費用とし
ては,10万 円が相当であるc

第 4 結論
以上の次第であって,一審原告らの控訴に基づき
原判決を主文のとおり変更し,一審被告の控訴は理

由がないから棄去「することとするr

i裁判長裁判官・西  理.裁判官・有吉 ―郎
裁判官・堂薗幹一郎 )
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